
防府市トライあんぐる倶楽部事業補助金交付要綱 

（青少年週末地域体験活動事業補助金） 

 

                            平成１４年４月１日制定 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、学校週５日制の完全実施に伴い、地域の団体が行う子ども（小学生

又は中学生をいう。以下同じ。）の週末及び長期休業における体験活動等を支援し、子

どもの健全育成を図るため交付するトライあんぐる倶楽部事業補助金（以下単に「補助

金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を備える事業で、市長

が認めるものとする。 

 (1) 次のいずれかに該当する体験活動を行う事業であること。 

   ① 自然体験活動 

   ② 社会奉仕体験活動 

   ③ 職場体験活動 

   ④ 科学技術体験活動 

   ⑤ スポーツ・文化・芸術活動 

   ⑥ その他体験活動として市長が認めるもの 

 (2) 当該事業が対象とする地域が小学校区域又は公民館区域であること。 

 (3) 当該事業で行う体験活動が１年につき４回以上開催されること。 

２ 補助金を交付する事業は、１地域（小学校区域又は公民館区域をいう。）につき１事

業とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業には補助金を交付し

ないものとする。 

 (1) 営利を目的とする事業 

 (2) 政治的活動又は宗教的活動に係る事業 

 (3) この要綱による補助金のほかに市から補助金等助成を受ける事業 

 （補助金の交付対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体は、生涯学習の推進又は青少年の健全育成を目的

に持ち、小学校区域又は公民館区域を対象地域として活動する非営利の団体とする。 



 （補助金の交付対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、一団体につき年額４０，０００円を限度とし、市長が予算の範囲

内において定める。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする団体は、防府市トライあんぐる倶楽部事業補助

金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付につ

いて決定し、その旨を当該団体に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付について決定するに当たり、必要と認めると

きは、条件を付すことができる。 

 （事業の変更、中止等） 

第８条 前条第１項の規定により交付決定を受けた団体（以下「補助団体」という。）が、

当該補助事業を変更し、又は中止するときは、速やかに市長に届け出て、承認又は指示

を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 補助団体は、事業の完了後直ちに防府市トライあんぐる倶楽部事業実績報告書（

第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （交付の決定の取消し） 

第10条 市長は、補助団体が次の各号の一に該当するときは、当該補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

 (2) 補助金の交付に当たって付した条件に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正行為により、補助金を受けようとし、又は受けたとき。 

 (4) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助団体に対し､期限

を定めて返還を命ずるものとする。 



 （関係書類の整備） 

第11条 補助団体は、事業の実施状況及び収支を明らかにする帳簿その他関係資料を整備

し、交付決定のあった年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

別表 

区        分 経  費  科  目 

団体が週末体験活動事業を行うために開催

する研修会その他の会議に要する経費 

謝金 

旅費 

会議費 

週末体験活動のための経費 

謝金 

旅費 

保険料 

借料損料 

消耗品費 

光熱水費 

事務費 

印刷製本費 

通信運搬費 

借料損料 

消耗品費 

雑役務費 

その他市長が必要と認める経費 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

防府市トライあんぐる倶楽部事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 （あて先）防府市長 

 

団 体 名                 

代表者住所                 

   氏名                 

電話                 

 

 防府市トライあんぐる倶楽部事業補助金の交付を受けたいので、防府市トライあんぐる

倶楽部事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額   金           円 

２ 事 業 名                       

３ 事業の目的    

 

 

 

４ 事 業 計 画   別紙１のとおり 

５ 事 業 予 算   別紙２のとおり 

 

 



別紙１ 

    年度 事業計画書 

年月日 活動の名称 内      容 実施予定場所 参加予定人員 

     



別紙２ 

    年度 事業予算書 

 

１ 収入の部 

区分 科   目 予 算 額 摘       要 

補
助
金
の
交
付
対
象
経
費 

 円  

そ
の
他
の
経
費 

 

  

合   計   

 

２ 支出の部 

区分 科   目 予 算 額 摘       要 

補
助
金
の
交
付
対
象
経
費 

 円  

そ
の
他
の
経
費 

 

  

合   計   



第２号様式（第９条関係） 

 

防府市トライあんぐる倶楽部事業補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

 （あて先）防府市長 

 

団 体 名                 

代表者住所                 

   氏名                 

電話                 

 

 本年度事業を完了しましたので、防府市トライあんぐる倶楽部事業補助金交付要綱第９

条の規定により、下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

１ 事 業 名                       

２ 事業実績   別紙１のとおり 

３ 事業決算   別紙２のとおり 

 

 



別紙１ 

    年度 事業報告書 

年月日 活動の名称 内      容 実施場所 参加人員 

     

※ 写真を添付のこと。 



別紙２ 

    年度 事業決算書 

 

１ 収入の部 

区

分 
科   目 決 算 額 予 算 額 摘       要 

補
助
金
の
交
付
対
象
経
費 

 

 

円 

 

円 

 

 

そ
の
他
の
経
費 

    

合   計    

 

２ 支出の部  

区

分 
科   目 決 算 額 予 算 額 摘       要 

補
助
金
の
交
付
対
象
経
費 

 円 

 

円 

 

 

そ
の
他
の
経
費 

    

合   計    

 


